	（本店及び役員の住所のいずれも変更）　
                              受付番号票貼付欄



	


　　　株式会社変更登記申請書（記載例）
 １．会社法人等番号　　３２００－０１－９９９９９９ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　フ リ ガ ナ　　　ホウムショウジ
 １．商　　　　　号　　法務商事株式会社
 １．本　　　　　店　　大分県別府市大字南石垣１０００番地１（注１）
 １．登記の事由　  住居表示実施による
本店の変更及び代表取締役の住所変更

 １．登記すべき事項　  令和８年１月１０日住居表示実施

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注２）
　　　　　　　　　　 　本店　大分県別府市上野口町１番１０号
　　　　　　　   代表取締役法務太郎の住所
　　　　　　　　　　 　大分県別府市上野口町２番２０号

 １．登録免許税    登録免許税法第５条第４号（注３）

 １．添　付　書　類　  住居表示実施証明書（注４） 　　　　　　　２通

                         委任状（注５）　　　　　　　　　　　　　１通

　

  上記のとおり、登記の申請をします。　　　　　　

      令和○○年○○月○○日

               申請人  本店 大分県別府市上野口町１番１０号（注６）    

商号 法務商事株式会社
大分県別府市上野口町２番２０号（注７）
               　　　　        代表取締役　法　務　太　郎  ㊞（注８）
                      連絡先の電話番号　０００－００００－００００
※（代理人申請の場合）
　　　　　　　代理人　住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　 　　　　　　　　 　氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　（注９）
    　　　　　　　　　　  連絡先の電話番号　

       大分地方法務局 　御中
（注1） 　変更前の本店（現在の登記上の本店）を記載します。
（注2） 　登記すべき事項として、住居表示実施日及び「住居表示実施」を記載し、変更後（住居表示実施）の本店並びに変更後の代表取締役の住所、資格及び氏名を記載します。なお、住居表示実施の日は、別府市長の証明書に記載されています。
（注3） 　住居表示の実施の場合には、免税証明書の添付があれば非課税となりますので、適用される条文を記載します。

（注4） 　登記法上は、変更を証する書面の添付を要しませんが、（注３）の免税証明書として別府市長の発行する住居表示実施証明書を添付します。今回は、事前に送付されている「通知書兼証明書」が該当します。
　なお、登記完了後、原本の返却が必要な場合は証明書の謄本（コピーに「これは原本と相違ない」旨記載し、記名したもの）を併せて提出する必要があります。

（注5） 　代理人が申請する場合に添付します。

（注6） 　変更後の本店を記載します。
（注7） 　変更後の住所を記載します。
（注8） 　登記申請人は、会社の代表取締役１人であり、同人が登記所に登録している会社の印鑑（実印）を押印します。

（注9） 　代理人が申請する場合は、代理人の住所と氏名を記入の上、認印を押印してください。
（注10） 　その他の会社（特例有限会社、合同会社等）及び各種法人等において　  も、様式はほぼ同一です。例えば、特例有限会社は「取締役の住所変更」、   合同会社は「代表社員の住所変更」等となります。また、各種法人等に   おいては、商号は「名称」、本店は「主たる事務所」、役員の資格は各   種法人等に応じて「理事」、「代表理事」、「理事長」等と異なります。
　

＜法務局からのお願い＞
１　申請書は、Ａ４の用紙を使用し添付情報と共に左とじにて提出してください。紙質は、長期間保存できる丈夫なものにしてください。
２　申請書は、パソコンを使用するか、黒色ボールペン等(摩擦等により消える又は見えなくなるものは不可)で、はっきりと書いてください。鉛筆は使用できません。
３　郵送による申請も可能です。申請書を郵送する場合は、申請書を入れた封筒の表面に「商業登記申請書在中」又は「法人登記申請書在中」と記載の上、簡易書留郵便等により送付してください。
４　住居表示実施証明書の原本還付を請求し、原本の郵送での返却を希望する場合は、宛名を記載した返信用封筒及び簡易書留郵便以上の郵券を提出してください。
５　○丁目の○の部分は漢数字を使用してください（一、二、三、四・・）。
※大分地方法務局へ郵送申請の場合、以下の宛先に送付して下さい。
	〒８７０－８５１３
大分市荷揚町７番５号

大分地方法務局法人登記部門


分かる場合に記載してください。








